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お使いの洗剤にこのような書類が添付されていませんか。

普段、みなさまは中性洗剤、漂白剤をよくお使いかと思いますが、
その中には次のようなものが含まれています。

・水酸化ナトリウム
・エタノール
これらをリスクアセスメント対象物といい、使用する時は、リス

クアセスメントを実施しなければなりません。
また、リスクアセスメント対象物以外の化学物質を使用する時も

同様にリスクアセスメントの実施に努めなければなりせん。

これは、安全データシート（通称SDS）というもので、化学物質および化学物質を含む混合
物を譲渡または提供する際に、その化学物質の物理化学的性質や危険性・有害性及び取扱いに関
する情報を譲渡または提供する相手方に提供するための文書です。

～災害事例の紹介～
水で希釈した次亜塩素酸ナトリウム水溶液

に浸したスポンジを使用して、壁面に付着し
たカビや油分をこすり落とす作業を行ってい
たところ、スポンジから染み出した水溶液が
保護具の内部まで伝って垂れて前腕付近に付
着し、化学熱傷を負った。

普段、何気なく
使っている洗剤
にも危険な成分
が入っているん
だね︕
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１ リスクアセスメント対象物を取扱うには

②リスクアセスメントの実施
・リスクアセスメントとは、
作業に伴う危険性又は有害性を見つけ出し、これを除去、低減す
るための手法です。

・リスクとは、
負傷又は疾病の重篤度と発生の可能性を組み合わせたもの
をいい、これを事前に評価（アセスメント）することで、確実に
効果的に労働災害を防ぐことができます。

【STEP 1】基本的な情報の入力

厚生労働省が運営している「職場のあんぜんサイト」にあります、リスクアセスメント実施
支援ツール「CREATE-SIMPLE」をお使いいただくと、比較的簡単にリスクアセスメント
を行うことができます。

２ リスクアセスメントの実施

まず、以下の２つを行わなければなりません。
①化学物質管理者の選任
・化学物質管理者とは、
事業場における化学物質の管理に係る技術的事項を管理する者を
いいます。※
化学物質管理者の主な職務は以下のとおりです。
ラベル・ＳＤＳの確認と作成、リスクアセスメントの実施管理と
対策、労働者の周知と教育

※化学物質管理者の選任要件は「業務を担当するために必要な能力を有する者」とされてい
ますが、学歴等具体的なものが示されていないので、基本的には事業者の裁量によって選任
することができます。ただし、化学物質管理者の職務を行うにあったって必要な知識を獲得
するためのサポートとして専門的講習の受講を推奨いたします。

作業の概要を入力します。今回はトイレ清掃にしています。

洗剤を取扱う時の
リスクを選択しま
す。選択する時は、
SDSのラベルを参
照してください。

取扱う時の
洗剤の状態
を選択して
ください。

洗剤に含まれてい
るリスクアセスメ
ント対象物の数を
入力してください。
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【STEP ２】取扱い物質の入力

こちらをクリックします。

「物質一覧から選択」をクリックすると、以下の入力フォームが出てきます。

手順①
No.を選択して
ください。

手順②
CASNo.（SDSに記載され
ています。）または物質
名を入力してください。

手順③
こちらをクリック
します。

手順④
こちらをクリック
します。

物質ごとに①～④の手順で入力していただきます。

「物質一覧から選択」の入力フォームで取扱い物質を入力すると、以下のとおりとなります。

黒枠の内容は、取扱い物質を入力すると自動的に出てきます。
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【STEP ４】 リスクの判定

このステップで出てきた質問に
対して、ドロップダウンリスト
から答えを選択します。
※この質問の数は、STEP１で
選択したリスクや性状によって
変わります。

手順①こちらをクリックすると、下の表に結果が反映されます。

手順②こちらをクリック
して、「実施レポート」
シートに反映させます。

STEP１～３の結果、皮膚障害防
止用保護具の着用しましょうと
いう結果が出ました。

【STEP ５】 リスクを減らす方法を検討する

リスクを減らす方法を検討した結果を、ドロップダウンリストから選
択すると、左隣にその内容が反映されます。
ここでは、STEP４の判定結果で出た保護具の着用の他、時間の短縮、
教育・訓練の実施を対策としました。

皮膚から吸収され
るリスクが高いと
いう結果が出まし
たので、これを低
くしなければなり
ません。

赤枠内を入力後、こちらを
クリックします。

【STEP ３】作業内容の入力

こちらのシート
を参照します。
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【STEP ６】 リスクの評価

STEP４での結果、皮膚から吸収
されるリスクが高いという結果が
出ていましたが、皮膚障害防止用
保護具の着用をはじめとする対策
によって、リスクが低くなりまし
た。

保護具を着用して作業
をしましょう︕

対策前後のイメージ

保護具の着用をし
て危険な物質を吸
わない、触らない
ようにしましょう。

１

危険な物質を使用
する時間が短くな
り、健康障害を防
止しましょう。

２

洗剤の中にどのよう
なものが入っていて、
どのように取り扱わ
なければならないを
を教育しましょう。

３

︖

保護具の着用

作業時間の短縮

教育・訓練の実施
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お問い合わせ先
東近江労働基準監督署（第二方面）
■住 所 東近江市八日市緑町8-14
■連 絡 先 TEL0748-41-3366 FAX0748-22-0613
■開庁時間 年末年始、土日・祝日を除く8︓30～17︓15

４ その他実施しなければならないこと

①保護具着用管理責任者の選任
リスクアセスメント実施の結果、保護具の着用が必要となった

場合に選任しなければなりません。

②リスクアセスメント結果等の記録
リスクアセスメントの結果及びリスク低減措置の内容等につい

て記録を作成し、保存してなければなりません（最低3年、もしく
は次のリスクアセスメントが3年以降であれば次のリスクアセスメ
ント実施まで）。

③別容器等での保管
リスクアセスメント対象物を他の容器に移し替えて保管する際

に、ラベル表示や文書の交付等により、内容物の名称や危険性・
有害性情報を伝達してなければなりません。

３ その他災害事例

～災害事例の紹介（エタノール）～
床面に付着しているテープ糊痕を落とす作業で、たまたま作業場に置いてあったスプ

レー式のパーツクリーナーを糊痕に吹き付けながら手作業で剥ぎ取り作業を行っていたと
ころ気分が悪くなった。救急車で病院へ搬送され、「四肢しびれ」、「呼吸困難」があり
検査の結果「急性薬物中毒」と診断された。

原因
・噴霧することで、空気中に揮発する有機

溶剤の濃度が高くなることに対する認識
が不足していたこと

・用途の異なる薬品を安易に使用したこと

対策
・手近な薬品を安易に使用しない
・適切な防毒マスクや耐溶剤手袋を使用し、

交換の頻度に注意する


